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告 示

高知県告示第701号

　国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 6 年11月19日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

令和 6年12月 6日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（用地測量）

2　作業期間

令和 6年 7月25日から同年11月29日まで

3　作業地域

長岡郡大豊町

高知県告示第702号

土佐清水市中浜の一部地区並びに安芸郡北川村安倉の一部地区

及び幡多郡黒潮町田野浦の一部地区における地籍調査の成果は、

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第 2 項の規定により

国土調査の成果として認証したので、同条第 4項の規定により次

のとおり告示する。

令和 6年12月 6日

高知県知事　濵田　省司

1　調査を行った者の名称

( 1 )　土佐清水市

( 2 )　北川村

( 3 )　黒潮町

2　調査を行った地域及び時期

( 1 )　土佐清水市中浜の一部

　　平成14年度から平成16年度まで

( 2 )　安芸郡北川村安倉の一部

　　令和 3年度

( 3 )　幡多郡黒潮町田野浦の一部

　　平成24年度から平成26年度まで

3　成果の名称

( 1 )　土佐清水市地籍図及び地籍簿

( 2 )　北川村地籍図及び地籍簿

( 3 )　黒潮町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

令和 6年12月 6日

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、波介土地改良区から次のとおり就任した役員の届出があっ

た。

令和 6年12月 6日

高知県知事　濵田  省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

　理事　　野瀬　泰廣　土佐市波介2365番地

〃　　　大野　泰孝　〃　　〃　4580番地

〃　　　森　　征一　〃　　〃　2762番地の 1

〃　　　市原　彬洋　〃　　〃　2790番地

〃　　　森　　視載　〃　　〃　3132番地

〃　　　森田　 明　〃　　〃　4424番地

〃　　　長尾　和 　〃　　〃　2986番地の 3

〃　　　森　　武 　〃　　〃　3087番地

〃　　　橋本俊次郎　〃　　〃　2829番地

〃　　　近 　敏巳　〃　　〃　4763番地 1

〃　　　森田　富子　〃　　〃　3544番地

〃　　　森本　隆秀　〃　　〃　1343番地 1

〃　　　森　　　健　〃　　〃　3095番地

〃　　　森本　浩之　〃　　〃　2152番地

〃　　　森岡　道雄　〃　　〃　2956番地

〃　　　森　　　鈴　〃　　〃　3095番地

〃　　　森岡　和人　〃　　蓮池457番地 1 県営住宅土佐団地

　　　　　　　　　　103号

監事　　矢野　泰幸　〃　　〃　249番地

〃　　　森　　彰介　〃　　波介3077番地

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、佐川土地改良区から次のとおり就任した役員の届出があっ

た。

令和 6年12月 6日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

　理事　　田村　雄一　高岡郡佐川町丙4556番地

〃　　　柳瀬　厚子　〃　　〃　　甲333番地 2 池田団地 3 棟

　　　　　　　　　　11号

〃　　　田村　営幸　〃　　〃　　丙4557番地

〃　　　森　　末幸　〃　　〃　　丙4015番地

〃　　　矢野　忠臣　〃　　〃　　乙4072番地 2

監事　　近 　詠明　高知市高見町235番地11

〃　　　刈谷　初惠　高岡郡佐川町丙3643番地14

教 育 委 員 会 公 告

高知県立青少年の家の設置及び管理に関する条例（平成17年高

知県条例第 9号）第 2条に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）を次のとおり募集する。

令和 6年12月 6日

高知県教育長　長岡　幹泰

1　指定管理者が業務を行う施設の概要

( 1 )　施設の名称

高知県立香北青少年の家（以下「青少年の家」という。）

( 2 )　施設の場所

香美市香北町吉野1300

( 3 )　施設の概要

募集要項に記載のとおり

2　指定管理者が行う業務

( 1 )　青少年の家の利用の許可等、利用の許可の取消し等その

他の利用の許可に関する業務

( 2 )　青少年の家の使用料の徴収に関する業務（調定事務を除

く。）

( 3 )　青少年の家の施設、設備等の維持管理に関する業務

( 4 )　青少年の家を利用する者に係る食事の提供及び宿泊に関

する業務

( 5 ）青少年の家を利用する青少年の活動が安全かつ円滑に行

われるための支援に関する業務

( 6 )　青少年等を対象とする主催事業の企画及び実施に関する

業務

( 7 )　( 1 )から( 6 )までに掲げる業務のほか、青少年の家の設

置の目的を達成するために必要な業務
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3 　指定期間

令和 7年 4月 1日から令和12年 3 月31日まで。ただし、業務

を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を

取り消すものとする。

4　応募資格

高知県内に主たる事業所（本社又は本店等をいう。）を有

し、かつ、 3の指定期間中、青少年の家の利用において、青少

年の平等利用を確保し、青少年の家の効用を最大限に発揮させ

るとともに、その業務に係る経費の縮減を図り、青少年の家の

管理運営を安定して継続的に行うことができる法人その他の団

体又はこれらのものにより構成されるグループとする。

なお、グループの構成は、次のいずれかとする。

( 1 )　県内事業者のみによるもの

( 2 )　県内事業者及び県外事業者（指定管理を開始する時点

までに高知県内に事業所、事務所等を置くものに限る。）

によるもの

5　指定の手続

( 1 )　指定管理者の指定を受けようとするものは、( 2 )の募集

期間内に指定管理者指定申請書（以下「申請書」という。）

に次に掲げる書類を添えて、 7の提出場所に持参又は郵送に

より提出すること。

ア　 2の業務に関する事業計画書

イ　 2の業務に関する収支予算書

ウ　 2の業務に関する管理代行料提案書

エ　定款、規約その他これらに類する書類

オ　法人にあっては当該法人の登記事項証明書（提出の日前

3月以内に発行されたものに限る。）、法人以外の団体に

あっては当該団体の役員名簿及び代表者の住民票の写し

（本籍地の記載は、不要とし、提出の日前 3月以内に発行

されたものに限る。）

カ　申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び

前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経

営状況を明らかにする書類

キ　アからカまでに掲げる書類のほか、募集要項に記載する

書類

( 2 )　募集期間は、令和 6 年12月 6 日（金）から同月24日

（火）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前 9時から午

後 5時15分まで（午後零時から午後 1時までの間を除く。）

の間とする。ただし、郵送による場合は、書留郵便によるも

のとし、令和 6年12月24日午後 5時15分までに 7の提出場所

に必着すること。

( 3 )　現地説明会を令和 6年12月13日（金）に開催するので、

参加を希望するものは、事前に 7の参加申込先に申し込むこ

と。ただし、参加を希望するものがいない場合は、開催しな

い。

( 4 )　( 1 )の申請書等の提出のあったものの中から指定管理者

の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指

定する。

( 5 )　募集の詳細及び申請書の様式等については、募集要項を

参照すること。

なお、募集要項の配布は、( 2 )の募集期間内に 7の配布場

所で行う。また、募集要項は、高知県教育委員会事務局生涯

学 習 課 の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/

310401/）からも入手することができる。

( 6 )　( 1 )の申請書等に虚偽の記載があった場合は、失格とす

る。

6　その他

高知県教育委員会は、指定管理者と青少年の家の管理運営業

務に関する協定を締結し、当該協定に基づき業務に係る経費を

指定管理者に支払う。

7　申請書等の提出場所、現地説明会の参加申込先、募集要項の

配布場所及び問い合わせ先

郵便番号780－0850

高知市丸ノ内一丁目 7番52号

高知県教育委員会事務局生涯学習課

電話番号088－821－4745

ファクシミリ番号088－821－4505

電子メールアドレス310401@ken.pref.kochi.lg.jp

海 区 漁 業 調 整

委 員 会 指 示

高知海区漁業調整委員会指示第105号

宿毛市沖の島周辺海域における船舶を使用してのいさき釣りに

ついて、漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第 1項の規定に

基づき、令和 6年11月12日に次のとおり指示した。

令和 6年12月 6日

高知海区漁業調整委員会会長　木下　　清

1　操業の承認

3に定める操業区域（以下「操業区域」という。）において

船舶を使用していさき釣りをしようとする者は、別に定める承

認事務取扱要領に基づき、使用する船舶ごとに高知海区漁業調

整委員会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければな

らない。

2　承認対象者及び使用船舶

1に定める操業の承認（以下「承認」という。）の対象とな

る者は漁業協同組合員とし、使用する船舶は総トン数 5トン未

満の漁船とする。ただし、委員会が特に認めたときは、この限

りでない。

3　操業区域

宿毛市沖の島、鵜来島、黒碆、二並島、三ノ瀬島、室碆、水

島及び姫島の最大高潮時の海岸線から沖合1,000メートルの線

に至る区域とする。ただし、第三種共同漁業権共第3,129号か

ら共第3,131号まで及び共第3,809号から共第3,814号までの漁

場区域を除く。

4　漁業時期

漁業時期は、 1月 1日から12月31日までとする。

5　条件

いさき釣りの条件は、次のとおりとする。

( 1 )　操業区域においては、ロープ等により船舶を連結して

操業してはならない。

( 2 )　漁獲物を他の船舶に転載してはならない。

( 3 )　承認を受けた者は、操業に際し、自ら承認証を携帯す

るとともに、別記第 1号様式によるプレートを他から見や

すい場所に表示しなければならない。

( 4 )　日没時 1時間後から日の出時 1時間前までの間は、操

業及び操業区域における船舶の錨
びょう

泊をしてはならない。

6　遵守すべき事項

尾叉
さ

長19センチメートル未満のいさきを釣ってはならない。

7　報告義務

承認を受けた者は、漁獲成績を別記第 2号様式により毎年 9

月30日までに委員会に報告しなければならない。この場合、県

外に住所を有する者にあっては、その住所地を管轄する都道府

県の海区漁業調整委員会を経由して報告するものとする。

8　承認の取消し

委員会は、この指示に違反して操業したときその他漁業調整

上必要があると認めるときは、承認を取り消すことがある。

9　指示の有効期間

指示の有効期間は、令和 7年 1月 1日から令和11年12月31日

までとする。
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第第 ２２ 号号 様様 式式

年 月 日

高 知 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 様

住 所

氏 名

年 い さ き 漁 獲 成 績 報 告 書

承 認 番 号 船 名 総 ト ン 数

ト ン

月 延 べ 操 業 日 数 漁 獲 量 （ ㎏ ） 漁 獲 金 額 （ 円 ） 操 業 海 域

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

1 0月

1 1月

1 2月

合 計

別別 記記

第第 １１ 号号 様様 式式

宿 毛 市 沖 の 島 周 辺 海 域 に お け る い さ き 釣 り 承 認 船 が 表 示 す る プ

レ ー ト

注 プ ラ ス チ ッ ク 製 で 、 黄 地 に 黒 文 字 で 表 示 す る 。

3 6 5ミ リ メ ー ト ル

高調７

2
6
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
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